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��������������公布された教育委員会規則のあらまし

◆北海道教育庁組織規則及び北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教
育委員会規則の一部を改正する教育委員会規則（教育委員会規則第１７号）
１ 趣旨
ＰＴＡ・青少年教育団体共済法が制定され、教育委員会の職務権限に関する規定に
共済事業に関する事務が明記されたことに伴い、規定の整備を行うため、この教育委
員会規則を制定することとした。
２ 内容
�１ 北海道教育庁組織規則
共済事業に関する事務を、生涯学習課の事務として新たに規定することとした（第
１条関係）。
�２ 北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則
共済事業に関する事務を、教育長に委任できない事務として新たに規定すること
とした（第２条関係）。

３ 施行期日
この教育委員会規則は、公布の日から施行することとした。

◆スポーツ基本法の施行に伴う関係教育委員会規則の整備に関する教育委員会規則（教
育委員会規則第１８号）
１ 趣旨
スポーツ基本法が施行され、都道府県のスポーツ振興審議会は任意に設置できるも
のとなり、名称もスポーツ推進審議会に改正されたが、道として今後も北海道のスポー
ツ行政を推進するために専門的な意見を聴取する必要があることから、北海道スポー
ツ振興審議会条例を全部改正し、北海道スポーツ推進審議会条例を制定したことに伴
い、所要の改正を行うため、この教育委員会規則を制定することとした。
２ 内容
�１ 北海道スポーツ表彰規則及び北海道教育庁組織規則の一部改正
スポーツ基本法の施行及び北海道スポーツ推進審議会条例の制定に伴い、所要の
改正を行うこととした（第１条及び第２条関係）。
�２ 北海道スポーツ振興審議会規則の廃止
北海道スポーツ振興審議会規則に規定していた会議の運営に必要な事項が、新た
に北海道スポーツ推進審議会条例に規定されたことに伴い、規則を廃止することと
した（第３条関係）。

３ 施行期日
この教育委員会規則は、公布の日から施行することとした。
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教 育 委 員 会 規 則

北海道教育庁組織規則及び北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委

平成２３年１０月１８日
（火曜日）
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員会規則の一部を改正する教育委員会規則をここに公布する。
平成２３年１０月１８日

北海道教育委員会委員長 神 谷 奈保子
北海道教育委員会規則第１７号

北海道教育庁組織規則及び北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教
育委員会規則の一部を改正する教育委員会規則

（北海道教育庁組織規則の一部改正）
第１条 北海道教育庁組織規則（昭和４６年北海道教育委員会規則第１１号）の一部を次のよう
に改正する。
第２３条第１項中第１７号を第１８号とし、第１２号から第１６号までを１号ずつ繰り下げ、第１１
号の次に次の１号を加える。
� ＰＴＡ・青少年教育団体共済法（平成２２年法律第４２号）の規定に基づく共済事業に
関すること。

（北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則の一部改正）
第２条 北海道教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する教育委員会規則（平成元年
北海道教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。
第２条中第３３号を第３４号とし、第３２号の次に次の１号を加える。
� ＰＴＡ・青少年教育団体共済法（平成２２年法律第４２号）の規定に基づく共済事業に
関すること。
附 則

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

スポーツ基本法の施行に伴う関係教育委員会規則の整備に関する教育委員会規則をここに
公布する。
平成２３年１０月１８日

北海道教育委員会委員長 神 谷 奈保子
北海道教育委員会規則第１８号

スポーツ基本法の施行に伴う関係教育委員会規則の整備に関する教育委員会規則
（北海道スポーツ表彰規則の一部改正）
第１条 北海道スポーツ表彰規則（昭和３８年北海道教育委員会規則第６号）の一部を次のよ
うに改正する。
第１条中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）第１５条」を「スポーツ基本法（平
成２３年法律第７８号）第２０条」に改める。
第５条中「北海道スポーツ振興審議会」を「北海道スポーツ推進審議会」に改める。
（北海道教育庁組織規則の一部改正）
第２条 北海道教育庁組織規則（昭和４６年北海道教育委員会規則第１１号）の一部を次のよう
に改正する。
第２４条第１項第１９号中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）」を「スポーツ基本法
（平成２３年法律第７８号）」に改め、同項第２３号中「北海道スポーツ振興審議会」を「北海
道スポーツ推進審議会」に改める。
（北海道スポーツ振興審議会規則の廃止）
第３条 北海道スポーツ振興審議会規則（昭和３７年北海道教育委員会規則第１３号）は、廃止
する。
附 則

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道教育委員会告示第７４号
次の教育職員免許状は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第１０条第１項第３号の
規定により平成２３年９月２１日失効した。
平成２３年１０月１８日

北海道教育委員会委員長 神 谷 奈保子

北海道教育委員会昭和５６年３月１５日
昭５６中１普第１３３号中学校教諭１種免許状

（社 会）

昭５６小１普第７０号小学校教諭１種免許状
授 与 権 者授 与 年 月 日免許状の番号免許状の種類（教科）

北 海 道本 籍 地堀 井 靖 之氏 名
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昭５６高２普第３３３号高等学校教諭１種免許状
（地理歴史 公民）

北海道教育委員会告示第７５号
北海道が平成２３年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等
を次のとおり定める。
平成２３年１０月１８日

北海道教育委員会委員長 神 谷 奈保子

１ 交付申請書
及び実績報告
書の様式並び
にこれらに添
付すべき関係
書類の各様式
については、
昭和４９年北海
道告示第８０２
号で定める様
式を使用する
こと。
なお、同告
示の様式中宛
先に「北海道
知事（氏名）」
とあるのは、
「北海道教育
委員会教育長
（氏 名）」と
書き換えて使
用すること。
２ 書類は、市
町村の所在地
を所管する教
育局長を経由
すること。

１ 提出
部数
１部

２ 提出
期限
別に
指示す
る日
３ 提出
先
北海
道教育
庁学校
教育局
参 事
（生徒
指導・
学校安
全）

１ 共通
第２号
様式
２ 共通
第２９号
様式
３ 共通
第３１号
様式

１ 共通
第２号
様式
２ 共通
第１４号
様式
３ 共通
第１８号
様式
４ 共通
第２０号
様式

３分の
２以内

地域ぐるみの学
校安全体制整備推
進事業を行う場合
における当該事業
に要する経費のう
ち、次に掲げるも
の
１ スクールガー
ド・リーダーの
巡回指導事業
�１ ス ク ー ル
ガード・リー
ダーの巡回指
導と評価事業
謝金、消耗
品費、保険料
�２ ス ク ー ル
ガード・リー
ダー育成講習
会事業
謝金・旅費、
会場借上料、
資料等の印刷
製本費、食糧
費（講習会の
受講者に係る
ものは除く。）

２ スクールガー
ド養成講習会事
業
講師に対する
謝金・旅費、会
場借上料、資料
等の印刷製本費
３ 子どもたちの
見守り活動事業
謝金（スクー
ルガードに対す
る も の は 除
く。）、保険料、
消耗品費、資料
等の印刷製本
費、備品費（机
等の事務器具は
除く。）

市 町 村
（市町村の
組 合 を 含
み、札幌市、
旭川市及び
函館市を除
く。）

地域ぐるみ
の学校安全体
制整備推進事
業（地域ぐる
みの学校安全
体制整備推進
事業費補助
金）
子どもたち
が安全で安心
して教育を受
けられるよ
う、学校、家
庭、地域社会
が一体となっ
て、学校や通
学路における
子どもの安
全・安心の確
保に取り組む
体制を整備す
るため、予算
の範囲内で補
助する。

摘 要

交付申請
書の提出
部数、提
出期限及
び提出先

実績報告
書に添付
すべき関
係書類

交付申請
書に添付
すべき関
係書類

補助率等補助対象経費補助対象者

補助金等を交
付する事務又
は事業の名称
及びその目的
又は趣旨

通達・通知・照会

教文ス第１９６６号
平成２３年１０月１８日

各 教 育 局 長 様
各市町村教育委員会教育長

北海道教育委員会教育長

平成２３年１０月１８日（火曜日） 北海道教育委員会公報 第６０５６号
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別海町旧奥行臼駅逓所の史跡指定及び洞爺湖町入江・高砂貝塚の史跡追加指定
について（通知）

このことについて、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１０９条第１項の規定により、
別記１及び別記２のとおり史跡指定及び史跡追加指定がありましたので通知します。

（生涯学習推進局文化・スポーツ課文化財調査グループ）

別記１

平成２３年９月２１日（文部科学省告示第１４０号）指 定
年 月 日

６１，４９６．０１平方メートル指 定 地
の 面 積

北海道野付郡別海町奥行９番２２、９番４２、１５番１１、１５番１２、１５番１３、１５番
５４、１５番７２、１５番７５、１５番７６、１５番７７、１５番７８、１５番８１、１５番８２のうち実
測３，２５８．５７平方メートル
備考 一筆の土地のうち一部のみを指定するものについては、地域に関す
る実測図を北海道教育委員会及び別海町教育委員会に備え置いて縦覧に
供する。

指定地の
所 在 地

旧奥行臼駅逓所は、明治４３年（１９１０）から昭和５年（１９３０）までの間、
人馬の継ぎ立てと宿泊、物資の逓送等の便宜を図った施設であり、北海道
東部の根室と別海の中間、根室湾から約９キロメートル内陸の別海町奥行
に所在する。駅逓所とは、近代の北海道において、交通不便の地に駅舎や
人馬等を備え、宿泊・輸送等の便宜を図った施設である。駅逓所開設に際
しては、地元で牧畜業を営む山崎藤次郎が駅逓取扱人となり、その自宅が
駅舎として使用された。駅舎は、明治末から大正初期の増築を経て、大正
９年（１９２０）には客室として２階建ての寄棟が増築され、物資運搬等の拠

しょくみん き どう

点として機能した。その後、殖民軌道根室線の開通や、内陸部への入植
しの

が進んだことから昭和５年に廃止された。当時を偲ばせるものとして、駅
よせむねづくり

舎１棟、馬屋２棟、倉庫１棟が現存する。このうち駅舎は、木造寄棟 造
きりづまつくり

（一部切妻造）二階建て建物であり、駅逓最盛期の大正時代の趣を残す。
周囲には旧道や駅逓所時代以来の牧草地が広がり、往時の歴史的景観を今
に良く伝えているほか、古文書、調度品等も多数残されている。このよう
に、旧奥行臼駅逓所は、我が国近代の北海道開拓の歴史を知る上で貴重で
ある。

指 定 地
の 概 要

国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名
勝天然記念物指定基準（昭和２６年文化財保護委員会告示第２号）の史跡６
「交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関
する遺跡」による。

指定基準

きゅうおくゆきうすえきていしょ

旧 奥行臼駅逓所名 称

史跡種 別

別記２

（追加指定分）
北海道虻田郡洞爺湖町高砂町６１番１のうち実測５，５５３．５４平方メートル、６１
番２、６１番３、６１番４のうち実測６０４．１７平方メートル、６１番５、６２番８、
６４番６
備考 一筆のうち一部のみを指定するものについては、地域に関する実測
図を北海道教育委員会及び洞爺湖町教育委員会に備え置いて縦覧に供す

指定地の
所 在 地

縄文時代後期を中心とする入江貝塚と、後期初頭から晩期にかけての高
たてあな

砂貝塚からなる史跡。両貝塚の周辺には竪穴建物や配石遺構のほか、多数
の墓が検出されている。今回はこのうち高砂貝塚について、指定の要件が
整った地域を追加指定するものである。

指 定 地
の 概 要

国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名
勝天然記念物指定基準（昭和２６年文化財保護委員会告示第２号）の史跡１
「貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡」による。

指定基準

いり え たかさごかいづか

入江・高砂貝塚名 称

史跡種 別

平成２３年１０月１８日（火曜日） 北海道教育委員会公報
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平成２３年９月２１日（文部科学省告示第１４４号）指 定
年 月 日

（追加指定分）
１０，９５７．７１平方メートル

指 定 地
の 面 積

る。

平成２３年１０月１８日（火曜日） 北海道教育委員会公報 第６０５６号
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